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１．はじめに

日系多国籍企業は，伝統的に現地法人に駐在
員を配置し，その配置された駐在員を起点とし
て現地法人の経営・管理を行うグループ企業管
理体制を実践してきました。近年，一部の機能
部門に限って法人の枠を超えたグローバル組織
の形成を企図する企業グループが出てきていた
とはいえ，まだ実践段階には至っていない状況
です。

ところが，新型コロナウイルスのパンデミッ
クはそのような実務に大きな影響を与えまし
た。世界各国がロックダウン等の強制措置を講
じるなか，物理的な人の派遣を前提としたグ
ループ企業管理が実行できない事態に陥ってし
まいました。パンデミック発生当初は一過性の
もので短期的に元の世界に戻ると考えられてい

ましたが，その影響が長期化するにつれ，一時
的な対応策を講じるのみでは不十分と考えらえ
るようになりつつあります。

著者らは，日系多国籍企業はむしろこの状況
を逆手にとって，グループ内に法人の枠にとら
われず，その人的リソースを有機的・機動的に
活用することを目指す上でまたとない機会とと
らえるべきであると考えます。そこで本連載で
は，グループ企業の経営・運営上，必要となる
要員とその所在地国が一致しないグループ企業
管理体制を「バーチャル組織」と呼び，その税
務，ガバナンス及び法務上の課題及びその解決
の方向性について考察したいと考えています。
初回となる本稿は，「緊急一時帰国」下での課
題の考察を行ったのちに，その課題を解決する
方策としての「駐在員の非駐在化」に焦点を当
てて考察を行います。

バーチャル組織の
駐在員の非駐在化とその課題
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２．コロナ禍での駐在員の一時帰国
期間の長期化

新型コロナウイルスが猛威を振るう中，多く
の企業で駐在員を帰国させる判断がなされまし
た。その後，一時的と思われていた帰国期間が
想定以上に長期化し，国際課税上の様々な課題
が顕在化することになりました。これらの課題
に適切に対処できない場合，国際的二重課税に
陥り，企業業績に重大な悪影響を与える結果に
なりかねません。以下，その課題を具体的に検
討します。

１）一時帰国中の法人所得課税

まず，駐在員の一時帰国が長引いた場合の法
人所得課税上の課題について検討します。

一時帰国中の駐在員が，日本国内に滞在しつ
つも出向契約に基づき現地法人の業務に従事
し，その人件費については引き続き現地法人が
負担していることを前提にすると，日本での法
人課税所得には重大な影響を与えることはない
と考えられます。つまり，日本の課税所得は出

向という「法形式」に基づく処理が継続される
ことでマイナスの影響を受ける可能性が限定的
となると判断できるためです。

しかしながら，日本本社がいわゆる「格差補
填」として，当該駐在員の給与の一部または全
部を負担しているケースは注意が必要です。法
人税基本通達９−２−46において，「給与格差
補填」を行い，出向元法人が出向者の給与の一
部を負担した場合，出向元法人の損金として処
理することが認められています。しかし，一時
帰国中の駐在員に対する負担金の支払いは，当
該一時帰国中の駐在員が帰国後，日本本社の施
設等を利用して業務を行っている場合は特に，
格差補填ではなく単純な給与と考えるべきでは
ないかという疑問が生じます１。単純な給与と
認定された場合，当該一時帰国中の駐在員が提
供している役務は，日本本社から現地法人に対
する役務提供であるとの主張を受け，現地法人
に対して合理的な報酬の請求を行うよう指摘を
受ける可能性が生じます。この点，留守宅手当
などとして，日本本社が負担している格差補填
金の金額的重要性などを勘案の上，必要な対応
策を検討する必要があろうと考えます。
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他方，現地法人側では，有効な就労ビザを保
持した駐在員が日本に帰国し，リモートで現地
法人の業務に従事しているという状況は，現地
税務当局から懐疑的にとらえられる恐れがあり
ます。すなわち，日本に帰国した以上，日本本
社の業務に従事しているとみなされ，現地での
給与費用の損金算入性を否定される可能性があ
ります。一時帰国中の駐在員がリモートで現地
法人の業務のみを行っていることを証明できれ
ば，このような現地税務当局からの指摘を退け
ることが可能ですが，一時帰国中の駐在員の業
務には日本の本社との調整，連携などが含まれ
ることを勘案すると，本社向けの業務は一切実
施していないという主張を貫き通すことは容易
ではありません。言い換えると，駐在員が日本
に帰国しても不都合なく現地法人の業務が回っ
ているという状況は，もはや現地法人において
出向契約を存続させる意義はないととらえられ
かねず，ここに税務上の重大なリスクが生じる
可能性があると考えられます。

以上の通り，法人課税上は，現地への出向契
約を維持した状態で日本において現地法人向け
のリモートワークを実施することは，伝統的な
出向という法形式とリモートワークという新た
な勤務実態との間に乖離が生じているがため
に，国際的二重課税を誘発するリスクを増幅さ
せると考えます。

２）一時帰国中の個人所得課税

次に，一時帰国中の駐在員の個人所得課税に
関する問題点を検討します。

給与所得に対する個人所得課税については，
働いている場所で課税することが原則ですが，
これを全ての場合に適用すると，短期の海外出
張などを行っただけで，国外で納税義務が生じ
ることになってしまいます。そこで，短期滞在
者免税制度（いわゆる「183日ルール」）が設
けられ，短期的な国外勤務（出張）のうち一定
の要件を充足するものについては，出張先国で
の課税が免除されることとされています。本邦
が 締 結 し て い る 租 税 条 約 の 基 本 と さ れ る
OECDモデル租税条約第15条２項において，
短期滞在者免税が適用できる３要件は，①当該
他国に183日を超えて滞在していないこと，②
当該他国の居住者・法人が支払うものでないこ
と，③居住地国の雇用者の当該他国における
PEが支払うものでないこととされています。

OECDモデル租税条約の要件を前提として
検討を行うと２，駐在員の一時帰国期間が長期
化し，日本での滞在日数が183日を超える場合，
一時帰国中の駐在員の所得に対して本邦個人所
得税の課税が生じることになります。他方で，
現地法人への出向契約を解除していない場合，
一般的には，一時帰国中であるか否かにかかわ
らず現地居住者と見なされ，駐在員の所得に対
して現地でも個人所得税課税が継続されること
になり，国際的二重課税の状態に陥ります。こ
の点，外国税額控除を適用することで，国際的
二重課税を排除することも可能な場合がありま
すが，外国税額控除は手続が煩雑であるケース
が多いこと，外国税額控除制度の適用に様々な
制限があるために実質的に機能しないケースも
あることから，結果的に国際的二重課税の状態

１　法人税基本通達９−２−46解説参照：「使用人を関係会社等に出向させたとしても，出向元法人とその出向者と
の雇用関係は依然として継続していることから，出向者は，出向後といえども従前通りの給与条件その他の雇用条
件が維持されることを出向元法人に要求する権利を持っている。加えて，出向先法人における給与ベースが低い場
合には，出向元法人が格差補填を行う事例も多い。出向者はもっぱら出向先法人に労務を提供しており，出向元法
人では就労していないことからすれば，出向元法人が負担する格差補填金をどのような性格の支出と考えるかにつ
いては疑問があるところではあるが，出向者と出向元法人との関係を考えると出向元法人にとってこの給与格差補
填は，出向を円滑に行うための必要不可欠な事業上の経費と捉えることに合理性が認められる」

２　具体的な検討にあたっては，適用される租税条約の内容を確認いただく必要がありますので，ご留意ください。
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を甘受せざるを得ない事態に陥るケースが散見
されます。

加えて，ここでもう一点注意すべき点は，②
の「当該他国の居住者・法人が支払うものでな
い」という要件です。多くの日系多国籍企業は
駐在員の便宜に配慮し，「留守宅手当」などの
形で駐在員本人の日本国内の銀行口座に「支払
い」行為を実施していますが，その結果，短期
滞在者免税の適用要件を充足しないことになり
ます。「留守宅手当」の支給は，単なる立替え
払いであり，同額を現地法人に付け替えている
場合であっても，支給していることには変わり
はなく，短期滞在者免税要件を充足することが
できません。新型コロナウイルスのパンデミッ
ク以前に，駐在員が日本に出張のため数日間，
帰国するようなケースでは，短期滞在者免税の
要件を充足しないとしても，本邦での課税所得
は留守宅手当など日本で支払われている金額の
うち，日本に滞在した日数に相当する部分のみ
となることから，金額的影響は僅少と判断する
ことができました。しかしながら，今回のパン
デミックによる帰国では，一時帰国期間が長期
化することになるため，影響額が大きくなる傾
向にあります。

３．恒久的な非駐在化

上述した通り，一時帰国が長期化する事態に
おいては，その実態（帰国）と法形式（出向）
に乖離が生じます。新型コロナウイルス感染症
の収束の目途が立たず，また，今後も様々な新
たな感染症の発生が懸念されること，様々なデ
ジタルツールの発展によりリモートワークが社
会に受け入れられてきたことなどを考慮する
と，今後，非駐在化が可能な駐在員について
は，恒久的に非駐在化することを積極的に進め
る企業が増加することが見込まれます。以下，
駐在員の非駐在化に向けた課題を検討します。

１）非駐在化の実践形態

以下，非駐在化した日本本社の従業員が，日
本本社の所属のままで現地法人に対してサービ
スを提供するというケースの課題を検討します。

このようなサービスの提供を行う場合，日本
本社と現地法人の間でサービスの提供に関する
業務委託契約を締結することが考えられます。
このような取引はいわゆるグループ企業間での
役務提供取引であるため，税務当局から，そも
そも役務提供取引が生じていない，もしくは恣
意的に対価が設定されているとの指摘を受ける
可能性が高くなります。したがって，サービス
の内容やその対価などを客観的に決定する必要
があります。中でも，①取引の実在性及びその
合理性，並びに②対価の妥当性については十分
な配慮を払っておくことが重要です（参考：
Para 7.5, 7.6, 7.19, OECD Transfer Pricing 
Guidelines, 2022）。

グループ企業間の役務提供取引については，
各国税務当局の間で見解が分かれる分野，すな
わち，事実の認定結果に差異が生じやすい分野
といえます。サービス提供者側の立場である
か，もしくは受領者側の立場であるかによっ
て，事実認定の結果，例えば請求に値する経済
合理性のある取引が存在しているか否かについ
ての判断が異なることや，妥当な報酬設定方法
の考え方に相違が発生することは想像に難しく
ありません。すべての課税当局にそのまま受け
入れられる税務ポジションは存在しないと考え
て対応策を検討する必要があります。逆にいえ
ば，特定の税務当局の意見を必要以上に受け入
れる必要もなく，企業としての事実認定を拠り
所に，適正な税務判断を実施することに注力す
べきであると考えます。税務判断を行う際は，
グローバルな税務リスクの管理という点にも十
分配慮することが肝要と考えます。
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２）サービス内容の具体化

駐在員の非駐在化を具体的に検討する場合，
まずはその対象分野をどのように設定するかが
課題となります。この点，製造や販売など現場
を管理する必要がある分野はリモートワークに
馴染みづらいと考えられます。また，研究開発
やマーケティングなど，知的財産に関連する業
務については，別途検討すべき課題が多数あ
り，慎重な対応を求められます３。そこで，第
１回である本稿では，管理部門系の業務を非駐
在員によるサービスへの移行対象として検討を
行います。

管理部門系の業務には，戦略決定などのサ
ポートのように高度な専門性，経験が求められ
る業務から，単純な作業と認められる業務ま
で，その内容は千差万別といえます。どのよう
な業務であれ，経済合理的な具体的なサービス
が提供されており，かつ対価が適切に設定され
ている限り，本邦税務上の問題点を指摘される
可能性は低いと考えられます。しかしながら，
日本本社の非駐在員が実施する業務は，日本本
社のガバナンス目的で実施しているものであっ
て，現地法人に請求すべきものではないとし，
非駐在員サービス関連コストの全部もしくは一
部を日本本社が負担すべきガバナンスコストで
あると整理するケースもあろうかと思います。
このようなケースでは，本邦課税当局から，対
象となっている業務によって現地法人が直接的
な便益を享受しているのではないかとの疑念を
もたれる可能性が高まります。この点，これら
ガバナンス活動がどのような理由でグループ内
役務提供に該当しないのか，例えば，株主活用

（参考：Para 7.9, OECD Transfer Pricing 
Guidelines, 2022）に該当する活動なのか，

重複活動（参考：Para 7.11, OECD Transfer 
Pricing Guidelines, 2022）に該当するものな
のかなど企業としての処理根拠を整理しておく
ことが肝要となります。加えて，国外関連者が
複数ある企業グループにおいては，各法人との
取引を俯瞰し，全体的な整合性にも配慮してお
く必要があります。

これに対して，請求を受ける側の現地法人に
おいては，請求を受ける事実があるのか，その
対価の額は妥当なのかという点について疑問を
持たれることになります。論点・課題は本邦の
ものと同様となろうと考えられるところです
が，請求者である本邦税務当局とは違った視点
で，つまりサービス受領者としての観点から分
析がなされることとなります。本社として，各
国別の個別対応を行うことは，各国別の取引の
全体を俯瞰した際に整合的に説明できなくなる
可能性を生じさせることにつながります。本邦
税務当局に示す方針を企業方針として明確に示
した上で，同方針に基づき，現地での対応を進
めることが肝要と考えます。このように日本本
社が設定した企業方針に基づき，現地での対応
を実践するためには，現地法人での税務当局と
の交渉を具体的に担当する現地法人担当者との
有機的・機動的な連携が必須となります。つま
り，現地法人担当者は，現地での問題回避行動
に偏りがちであり，現地法人に限定した「個別
最適」を指向しがちです。「全社最適」の観点
から判断を行うことが必要である点を理解して
もらうとともに，会社方針に沿った対応を行っ
ていただくため，事前に現地法人担当者と十分
な協議を行っておくことが必要です。従前，多
くの日系多国籍企業では，現地課題は現地任せ
にする，もしくはその対極で一方的，強制的な
指示のみを行うという対応を実施されている

３　価値ある無形資産形成に関連する活動をグループ企業間で分担の上実施する場合，その活動の結果発生する無形
資産の帰属，すなわち活動に関連した法人のいずれかの所有となるのか，もしくは複数の関連法人での共同所有と
なるのかなどを検討する必要があり，DEMPEの観点から企業としての考え方を分析，整理しておくことが必要と
なります。また，無形資産の帰属主体との関係性を考慮の上，授受される報酬の性格（役務提供対価か無形資産の
使用料/譲渡対価かなど）も検討する必要があります。
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ケースもあったように考えますが，非駐在化を
進め，「バーチャル組織」を有効に機能させる
ためには，両者の十分な意思疎通の上で必要な
改革を実践していく必要があると考えます。

その上で，契約内容の適正化を行っておくこ
とで，グループ内役務提供取引に関連して惹起
される税務リスク，例えばPE認定課税や，サー
ビス報酬の損金性の否定，さらには移転価格税
制などに対応する有効な基礎を形成することに
つながります。

４．まとめ

連載第１回目となる本稿は，バーチャル組織
という観点から，新型コロナウイルスの影響を
受けて発生した駐在員の一時帰国にまつわる税
務上の課題を中心に問題点を整理しました。次
回以降は，新型コロナウイルスの対応を離れ，
より積極的に「バーチャル組織」を導入する場
合を想定し，ケースも織り交ぜつつ問題提起し
たいと考えております。今後の記事にもご期待
ください。

編 集 部 よ り
AsiaWise Groupでは，税務，法務，IPなど各分野のクロスボーダー案件に特化した多数の専
門家が，データ，テクノロジー，リスクガバナンスなど企業が直面する課題の現実的な対応を機
動的にサポートする専門家集団です。具体的なサポート体制などはウェブサイトをご参照くださ
い（https://www.asiawise.legal/teams/）。外国人を雇用している企業の実務担当者、税理士等の職業会計人の必

携書
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本書は、外国人の所得税及び消費税について必要な知識や注意すべき点をQ＆Ａ形式でやさしく解説するとと
もに、 各国との租税条約、所得税法における非永住者制度など、 また、 日仏租税条約等に伴う社会保険料控除
の取扱い、LLC 等の特殊な事業体を利用して利益を獲得する場合の課税関係などについても言及しています。
外国人を雇用している企業の実務担当者、あるいは税理士等の職業会計人の方々の必携書です。
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●外国人に対する課税については、近年、総合主義から帰属主義への移行に係る抜本改正、
BEPS 勧告に基づく恒久的施設関連規定等の大幅改正、国外財産等に係る資料情報制度の強
化、非永住者の課税所得に係る定義や外国税額控除についての改正、さらに、国境を越え
た役務提供に係る消費税の改正等々大きく変動しています。

●また、租税条約についても、我が国と多数の国との条約改定等が急速に進められる中、
BEPS プロジェクトにおいて策定されたBEPS 防止措置のうち租税条約に関連する措置を各
国間の既存の租税条約に導入することを目的とした「BEPS 防止措置実施条約」が我が国を
含め多数の国に採択・発効されているところです。

●本書は、外国人の所得税及び消費税について必要な知識や注意すべき点をQ＆Ａ形式でやさ
しく解説するとともに、各国との租税条約、所得税法における非永住者制度など、また、
日仏租税条約等に伴う社会保険料控除の取扱い、LLC等の特殊な事業体を利用して利益を
獲得する場合の課税関係などについても言及しています。外国人を雇用している企業の実
務担当者、あるいは税理士等の職業会計人の方々の必携書です。

●四訂版では、「恒久的施設」及び「資料情報制度等」について新章を追加しました。また、
前版刊行後からの改正事項を織り込んでいます。巻末には日米租税条約をはじめとする各
国と締結している租税条約上の特例一覧表も収録しています。

外国人を雇用している企業の実務担当者、税理士等の職業会計人の必携書
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